
認定実務実習指導薬剤師養成講習会開催手続き 

 

「認定実務実習指導薬剤師養成講習会実施要綱」（以下、「要綱」）に定める講習会を開催する

場合、以下の手続きを行うこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①共催申請を行う。 

 １）共催申請料*を下記口座に振込む（振込み手数料は申請者負担） 

みずほ銀行 虎ノ門支店 普通 2648421 
＊共催申請料：1 講座につき 1,650 円 

 

２）開催日の３週間前までにプログラムを添付した「認定実務実習指導薬剤師養成講習会共催

申請書」（認定実務様式 4）を提出。裏面に上記１）の明細写しを貼付して下さい。また、

下記②を送付するための返信用封筒（返信先住所を記載し、相応の切手を貼付）を同封し

て下さい。 

 

②研修センターから主催者に以下のものを送付 

 １）共催承諾書（認定実務様式 5） 

 ２）終了報告書様式（認定実務様式 6） 

＊受講証（認定実務様式 7）は主催者で準備して下さい（様式見本を送付します）。成果報告

書用紙は当財団ホームページからダウンロードできます。 

＊計画に変更が生じた場合は「認定実務実習指導薬剤師養成講習会変更共催申請書」（認定

実務様式 4）にて速やかに研修センターに手続きを行って下さい。 

 

③講習会終了後、２週間以内に「認定実務実習指導薬剤師養成講習会終了報告書」（認定実務様

式 6）を研修センターに提出 

 

備 考 

・必ず公開にて開催して下さい。 

・成果報告書は講習会終了後すぐに提出、その場で受講証と引き換えて下さい。但し、更新講

習については、成果報告書は不要です。 

・受講者が記載した成果報告書については主催者にて保管して下さい。 

・研修認定薬剤師制度の受講単位は交付対象とはなりません。 

講習会を実施しようとする団体等（主催者） 
・各都道府県薬剤師会 
・各都道府県病院薬剤師会 
・大学薬学部・薬科大学等（要綱２参照） 

公益財団法人日本薬剤師研修センター 

（以下、「研修センター」） 

①、③ ② 


